
 
 

 
毎年恒例となりました「ジャンボ年賀状」を、今年も総長と人事労務担当理事にお送りしました。

毎年、総長、理事とも１枚ずつ読んで頂いているようで、組合活動前進に影響大の取り組みです。

ご協力ありがとうございます。 

 

≪ジャンボ年賀状とは…≫ 
総長・理事に私たちの声を届けるために契約・パート部会で毎年取り組んでいる、部会から総長・

理事への年賀状です。皆さんから寄せていただいた通常サイズの年賀状を A3 の用紙に複数枚貼り

付け、冊子状にして総長と理事にお渡ししています。 

 

☆☆☆☆☆ 前書き（この四角が本物では A3 で 1 ページ）☆☆☆☆☆ 
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名古屋大学総長 松尾 清一 殿、名古屋大学人事労務担当理事 高橋 宏治 殿 
新年明けましておめでとうございます 
 
日頃より、私たち契約・パートタイム勤務職員、限定職員等の待遇改善にご尽力くださり、

誠にありがとうございます。私たちは本学の教育・研究・医療の発展のために、今年も精一
杯努力して働く所存です。昨年 4 月 1 日より「働き方改革関連法」の『正規雇用労働者と非
正規雇用労働者の間の不合理な待遇格差の禁止』が施行されました。本学に於いても、正規
職員と非正規職員との待遇格差を無くし、全ての教職員が互いの立場を尊重し、誇りを持っ
て働くことができるような、労働環境・労働条件の改善を希望しております。本年もどうぞ
よろしくお願い申し上げます。 

2021 年 1 月 名古屋大学職員組合 契約・パート職員部会一同 

 







2020 年 10 月 23日に人事労務課長あてに労働条件改善の要求書を提出しました。これに基づき 11月 12 日に会
見を行いました。進展はありませんでしたが、夏季休暇等は検討の余地があり、引続き要求することが大切です。 
 

限定・契約・パート職員に関する要求についての会見申入書 
 
働き方改革関連法の一環である「同一労働同一賃金」に関連する法令が 2020 年 4 月から施行され『正規職員との不

合理な待遇差の解消』が求められています。 
契約・パート部会は、2020 年 3 月 12 日に限定・契約・パート職員に関する要求について、職員課・人事課と会見

を行いました。職組の統一要求の内、重点項目として①期末手当の支給 ②時間給の算出方法見直し ③夏季休暇の
週の勤務日数に応じた付与 ④雇用回避ルールの徹底 ⑤契約・パート職員の 3 年期限の募集の禁止 ⑥契約職員の雇
用解雇ルールを 3 年間とする運用はやめることの 6 点についての要求をしました。会見では①∼④の要求項目について
「特に考えていない。意見・要望はお聞きしておく」との回答でした。 
会見から既に 6 カ月が過ぎました、これらの要求について、どのように検討して頂けたのかの確認とその他の要求

項目についても説明するためにも、再度会見を持ち「正規労働者と非正規労働者の間の不合理な待遇格差の禁止」を
訴えたいと思います。 
部会では、正規職員と非常勤職員は全く同一の職務内容であると主張するものではありません。厚生労働省の「同

一労働同一賃金のガイドライン」に、各待遇について「同一の職務内容であれば同一の、違いがあれば違いに応じて
実施しなければいけない」とあるように全ての待遇について『均等待遇』を求めます。 

 
1. 夏季休暇の週の勤務日数に応じた付与 

今年も猛暑（危険な暑さ）の連続する厳しい夏でした。この猛暑の中で同じ職場で働く者として、正規職員と
非常勤職員の何処に差があるのでしょうか？ 
厚労省の「同一労働同一賃金のガイドライン」法定外の有給休暇その他の休暇について『同一の勤続期間で

あれば同一の付与を行わなければならない』とあります。 
平成 30 年度の夏季休暇の取扱いについて（通知）の趣旨の項目に「職員のリフレッシュを図るため」の記載

がありました。それ以降（令和 1 年）は趣旨の記載がなくなっていますが、非常勤職員もリフレッシュしたい
です。長年要望しているとおり、週の勤務日数に応じて夏季休暇を付与してください。 

週 5 日勤務-----6 日（正規職員と同じ）、週 4 日勤務-----5 日、週 3 日勤務-----4 日、週 2 日勤務-----3 日、週 1 日勤務-----2 日 
 

2. 病気休暇の有給化 
病気やケガに正規、非正規の差は何処にもないはずです。なぜ非正規職員だけ無給なのでしょうか、その理由
を説明して下さい。前出のガイドラインにも「病気休職については、無期雇用の短時間労働者には正社員と同
一の、有期雇用労働者にも労働契約が終了するまでの期間を踏まえて同一の付与を行わなければならない」と
あります。 
他大学でも既に有給化されています（埼玉大、大分大、静大、茨城大、徳島大、京大、東大、電通大、室蘭

工大、信大他） 
また、肺炎やインフルエンザ等、勤務停止を伴う感染症に罹患した場合その期間は有給にすることを求めます。 

 
3. 期末・勤勉手当の支給 

特に、期末手当については 2008 年 8 月の人事院通知に明記されています。早急に支給して下さい。先に大学か
ら「国等の動向を総合的に勘案しながら検討して参ります」とありましたがその後どのように検討していただ
けたのでしょうか？他大学でも支給されています（埼玉大・東大） 
 

4. 時間単価の算出方法の見直し 
非常勤職員の時間給を正規職員の時間単価算出方法と同じ、土日祝・年末年始を除いた時間として算出して下さい。 
また、契約職員（年俸制）を時間給に換算すると低い時間給となる。年俸の見直しをして下さい。 

<参考：時間単価の計算式> 
  ・非常勤職員の場合：  
  （本給+地域手当）×12 ヶ月÷（52 週×38.75 時間（年間勤務時間）） 
  ・正規職員の場合： 
  （本給+地域手当）÷（該当年度の実労働日数/12×7.75 時間） 
  

5. 俸給表 1-33 での頭打ち解消・1 年毎に昇給 
長期に渡って勤務している非常勤職員の単価が、俸給表 1-33 で頭打ちになっているためこれを撤廃すること。
正規職員は 1-33 で止まることはないが、なぜ非常勤職員が頭打ちになっているのか。また、非常勤職員にも、
1 年毎の経験、実績を考慮して昇給（時間給アップ）して下さい。 
 

6. 退職手当の支給 
限定職員が定年（65 歳まで）何十年と時間給のみで働き続けても、退職手当がありません。長年の労苦に報い
るため退職手当を支給して下さい。 

以上 




